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対象検査 ご注意点

細胞診検査
＋

病理検査 E
or

病理検査 AP

検査依頼書の過去受付 ID 欄に細胞診検査報告書の報告書番号を記入し、
備考欄に「細胞診と同一部位」と記入してください。
●ご記入のない場合は値引きされません。
●病理検査Ｅまたは病理検査ＡＰの検査料金を値引いたします。

■細胞診検査セット値引き

対象検査 ご注意点

　 病理検査Ｓ実施済み検体を
　 病理検査Ｅで再検査

病理検査Ｓで「リンパ腫疑い」「組織球性肉腫疑い」などの診断を受けた症例を確定診断したい場合
に利用可能です。
病理検査Ｅを実施しても確定診断できない場合もあります。
リンパ腫疑い症例の場合、免疫染色よりもクロナリティ検査が有用な場合があります。
病理検査Ｅでの再検査より、免疫染色の追加のみの方が費用がかからない場合があります。
★ 再検査依頼前に、必ず病理検査Ｓの診断医とご相談ください。

■再検査値引き

～細胞診検査を実施した病変にあとから病理検査Ｅ・病理検査ＡＰを実施した場合、
　病理検査料金の値引きをいたします～
～細胞診検査後、３ヵ月以内に実施した病理検査Ｅ・病理検査ＡＰが対象となります～
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■検査料金の算出方法
病理組織検査 S・E・AP 病理組織検査Ｈ

■ 基本料金は１臓器を検査した場合で、１臓器増える毎に追加料金が発生します。
　　　　　　例：３臓器検査した場合：基本料金＋追加料金×２	
 　　　　　　　　５臓器検査した場合：基本料金＋追加料金×４	

■ 検査材料の大きさ、作製する標本数とは無関係です。	

■ 臓器数は解剖学的な臓器単位で計算しますが、例外もあります。
　ご不明な点はお問い合わせください。	

 

　　　　　　例：乳腺全摘材料と鼠径リンパ節・腋窩リンパ節  ＝ １臓器		
 　　　　　　　　乳腺部分摘出材料と子宮・卵巣  ＝ ２臓器　　
　　　　　　　　脾臓腫瘤と肝臓、腹腔内腫瘤  ＝ ３臓器

■ 基本料金で HE 染色標本 8 枚までの診断。	
 8 枚を越えると追加料金が発生し以降、

    4 枚毎に料金が追加されます。

    例：標本 8 枚 ＝基本料金のみ	
          標本 10 枚 ＝基本料金＋1追加料金
          標本 12 枚 ＝基本料金＋1追加料金
          標本 13 枚 ＝基本料金＋2 追加料金	

		
◦子宮と卵巣　　　　　◦肝臓と胆嚢　　  　　       ◦甲状腺と上皮小体
◦左右一対の臓器　　   ◦複数の軟部組織腫瘤　　　◦消化管全体　　　
◦複数の皮膚腫瘤　　   ◦皮膚腫瘤と軟部組織腫瘤　◦複数箇所のリンパ節　
◦乳腺腫瘍と付属リンパ節　　　　　　　　　　　　◦歯肉と口腔粘膜　
◦複数の乳腺腫瘍

例外的に 1 臓器とみなす場合

※細胞診検査後に病理検査Ｓを実施した場合の値引きはありません。

★ より良い病理組織検査を行うために	   
●  採取した組織をそのまま固定液に入れるだけでは、良い組織標本が作れません。	
●  組織の大きさに対応した割面の作製、固定容器の選択などが大切です。	
●  免疫染色では特に上記の点に注意しないと正しい染色結果を得ることができません。	
●  こうした注意点は日本獣医病理学専門家協会 (JCVP) が作製した
　 「動物病理検体の標準化ガイドライン」に  詳しく記述されているので、ぜひお読みください。

https://jsvp.jp/Std_PathSpeci.pdf

動物病理検体の
標準化ガイドライン




